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助成金の概要・要件



助成金の概要

➢以下のような子どもの世話を行うために休業せざる
をえなくなっている労働者に対して、労働基準法上
の年次有給休暇とは別に、有給休暇を与えた事業主
に対して助成するもの

・臨時休業した小学校などに通う子ども

・新型コロナウイルスに感染した / 感染したおそれのある子ども



助成金の概要
➢対象となる有給休暇取得期間：2/27～6/30

有給休暇の賃金日額 × 有給休暇の日数（日額上限は8,330円）

➢春休みや祝日など学校の元々の休日は対象外

➢保育所や幼稚園、放課後児童クラブなども含む

➢子どもが新型コロナウイルスに感染した場合のほか
発熱などの風邪症状がある場合も対象

➢支給額



必要書類



必要書類

➢支給申請書（第１号①②、第２号、第３号）

・有給休暇を取得した対象労働者が雇用保険に加入している

→「雇用保険被保険者分」と右上に記載のある青色の支給
申請書で申請

・有給休暇を取得した対象労働者が雇用保険に加入していない

→「雇用保険被保険者以外」と右上に記載のあるピンク色の
支給申請書で申請

※企業独自のフォーマットでの申請も可能（必要項目が漏れなく、
分かりやすく記載されている必要があります）



必要書類

➢小学校などが休業したことが分かる書類
例：小学校などの学校便りや電子メール、学校HPのお知らせ欄 など

➢対象労働者が休暇を取得したことが分かる書類
例：出勤簿、タイムカード、休暇簿 など

➢対象労働者の休暇について賃金が支払われていることが
分かる書類
例：給与明細、賃金台帳 など ※休業前の月及び休業期間中

➢助成金の振込先口座が分かる書類
例：銀行の通帳を開いた最初のページのコピー など



必要書類

支給申請書への記入漏れや、添付書類の不備がある場合

申請書類一式を返送させていただくことになりますので

記入漏れや書類の不備がないか、十分にご確認ください。



申請書の書き方







事業主名：　 株式会社　職業生活商事

対象労働者一覧

(1)賃金
形態

月給
制

円 20 日 8 時間 円 円 円 20 日と ７ 時間 円 円 円 円

(1)賃金
形態

時給
制

円 20 日 6 時間 円 円 円 15 日と 4 時間 円 円 円 円

(1)賃金
形態

日給
制

円 15 日 6 時間 円 円 円 18 日と 3 時間 円 円 円 円

(1)賃金
形態

月給
制

円 22 日 8 時間 円 円 円 20 日と 3 時間 円 円 円 円

(1)賃金
形態

時給
制

円 20 日 8 時間 円 円 円 10 日と 6 時間 円 円 円 円

円

5

氏名

※金額については円単位で記入してください。
※人数分の欄が足りない場合は、本欄を人数分追加してください。 711,049

(12)合計時間総額
（調整後）

(13)支払い賃金額に

相当する額（円）

(10)＋(12)

1,500 12,000 8,330 1,500 8,330 91,630

(2)通常の賃金額

83,300 9,000

(3)１か月の所
定労働日数

(日)

(4)１日の所定労
働時間
(時間)

(5)日額換算
賃金額(円)

(6)日額換算
賃金額(円)
(調整後)

(7)時間額換算額（円）
(5)÷(4) 合計付与有給休暇日数

(8)　　　　　　　　(9)

(10)合計日数総額
(6)×(8)

(11)合計時間総額
(7)×(9)

雇均　両子
雇用保険

被保険者番号 5234-567890-5 事業所名

(12)合計時間総額
（調整後）

(13)支払い賃金額に

相当する額（円）

(10)＋(12)

6,819 173,419

みのわ支店

(10)合計日数総額
(6)×(8)

(11)合計時間総額
(7)×(9)

400,000 18,182 8,330 2,273 166,600 6,819

(3)１か月の所
定労働日数

(日)

(4)１日の所定労
働時間
(時間)

(5)日額換算
賃金額(円)

(6)日額換算
賃金額(円)
(調整後)

(7)時間額換算額（円）
(5)÷(4) 合計付与有給休暇日数

(8)　　　　　　　　(9)

8,330 158,270

4

氏名 職業　福子
雇用保険

被保険者番号 5234-567890-4

(5)日額換算
賃金額(円)

事業所名 よこはま支店

(2)通常の賃金額

(10)合計日数総額
(6)×(8)

(11)合計時間総額
(7)×(9)

(12)合計時間総額
（調整後）

(6)日額換算
賃金額(円)
(調整後)

(7)時間額換算額（円）
(5)÷(4) 合計付与有給休暇日数

(8)　　　　　　　　(9)

(2)通常の賃金額
(13)支払い賃金額に

相当する額（円）

(10)＋(12)

20,000 20,000 8,330 3,334 149,940 10,002

(3)１か月の所
定労働日数

(日)

(4)１日の所定労
働時間
(時間)

4,800 4,800 112,800

3

氏名 両立　進
雇用保険

被保険者番号 5234-567890-3 事業所名 なかの支店

合計付与有給休暇日数
(8)　　　　　　　　(9)

(10)合計日数総額
(6)×(8)

(11)合計時間総額
(7)×(9)

(12)合計時間総額
（調整後）

(13)支払い賃金額に

相当する額（円）

(10)＋(12)

1,200 7,200 7,200 1,200 108,000

(2)通常の賃金額
(3)１か月の所
定労働日数

(日)

(4)１日の所定労
働時間
(時間)

(5)日額換算
賃金額(円)

(6)日額換算
賃金額(円)
(調整後)

(7)時間額換算額（円）
(5)÷(4)

10,941 8,330 174,930

2

氏名 労働　弘子
雇用保険

被保険者番号 5234-567890-2 事業所名 ふじさわ支店

(10)合計日数総額
(6)×(8)

(11)合計時間総額
(7)×(9)

(12)合計時間総額
（調整後）

(6)日額換算
賃金額(円)
(調整後)

(13)支払い賃金額に

相当する額（円）

(10)＋(12)

250,000 12,500 8,330 1,563 166,600

１

氏名 厚労　太郎
雇用保険

被保険者番号

（14）合計支払賃金額（助成金支給申請額）

　　　　　　　　　　　　　　　　（(13)欄の合計）

5234-567890-1

(7)時間額換算額（円）
(5)÷(4) 合計付与有給休暇日数

(8)　　　　　　　　(9)

【両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース）】 様式第１号②

事業所名 ちよだ支店

(2)通常の賃金額
(3)１か月の所
定労働日数

(日)

(4)１日の所定労
働時間
(時間)

(5)日額換算
賃金額(円)

雇用保険被保険者分
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース　詳細

日額換算賃金額
（上限調整後）

合計時間総額
時間額換算額×有休時間数

合計時間総額
（上限調整後）

合計日数総額
日額換算賃金額×有休日数



【両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース）】様式第２号

↑本助成金の適用期間である令和２年２月２７日から６月３０日までの期間を記載 
 

 

有給休暇取得確認書 
 

 

以下の子どもの世話を保護者（注１）として行うため、本助成金の対象となる有給（賃金全額支給）

の休暇を取得しました。 
 

対象となる子ども（複数となる場合は本欄を人数分追加ください） 

氏名 年齢 
施設等の種類 

（裏面の番号） 
施設等名 子どもとの続柄 

厚労 真也 ６歳 ①  ○○小学校 父 

 
 

に取得した有給休暇日数は合計             

 

 

 

■有給休暇取得の理由について、該当するものに○をしてください。 

（複数の理由に該当する場合は、複数の項目に○をしてください。） 

令和２年  ２月  ２７日から 
 
令和２年  ６月  ３０日まで 

２０日         間時７ 

 

 雇用保険被保険者分 

対象労働者１人につき１枚作成してください 









提出方法



提出方法

➢「学校等休業助成金・支援金受付センター」宛てに
必要書類を郵送にて提出

・簡易書留や特定記録などの申請の記録が残る方法で
お送りください。

・申請期限は9/30



提出方法

➢「学校等休業助成金・支援金受付センター」において
書類の確認

→申請書の記入漏れや書類の不備がある場合は、その旨
を記載した手紙とともに、申請書類一式を返送します。

その場合、不備を修正した上で、再度郵送いただく
ことになりますので、記入漏れや添付漏れがないか
いま一度ご確認をお願いします。

※誤字や修正がある場合は、二重線にて修正してください。



提出方法

➢申請及び審査の効率化の観点から、２月及び３月分と、

延長になった４月以降分について、なるべく１回で申請

いただくことが望ましいですが、複数回に分けて申請す

る場合は、すでに申請した内容と同じ有給休暇について

重複して申請することがないよう、ご注意ください。



提出先 （地域ごとに４箇所の学校等休業助成金・支援金受付センター）

※厚生労働省ではありません

関東地区（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川）

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル9F

東北、関西、四国、中国地区
（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良
和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知）

〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階

北陸、中部、九州、沖縄地区（新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜
静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）

〒135-0042 東京都江東区木場2-7-23 第一びる 1F

北海道地区
〒550-8798 大阪西郵便局 私書箱62 号



厚生労働省ホームページに、支給申請書
の記載例や「よくあるご質問Ｑ＆Ａ」を
掲載していますので、詳細についてはそ
ちらをご覧ください。




